
 

 

評価書（個票） 

事務・事業名 美容師の登録事務 
 

担当課 
  （担当課長） 

医薬・生活衛生局生活衛生・
食品安全部生活衛生課 
（生活衛生課長 長田浩志） 

根拠法令等 美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第５条
の３ 

類 型 試験（資格付与） 

指定等

の形態 

指定 

事務・事業の 
概要 

○事務・事業創設時の趣旨 
都道府県知事が処理することとなっていた美容師資格制度は、試験事務を指定

試験機関が行い、登録事務は都道府県知事が自ら行っていたが、平成７年に美容
師法が改正され、試験事務及び登録事務は厚生大臣が行うこととなり、併せて指
定登録機関制度が創設され、平成１０年４月から施行された。 
この結果、試験事務及び登録事務を一体的かつ効率的に処理するため同一の公

益法人を指定試験機関及び指定登録機関に指定し、美容師登録事務を行わせるこ
ととした。 

 
○事務・事業の内容 

美容師の免許に関する事項を美容師名簿に登録する事務。 
 

事務・事業の 

目的 

美容の業は、美容師法第６条により、美容師の免許を受けた者でなければ行う

ことができないことから、美容師試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣
が備える美容師名簿に登録することにより免許を与えることを目的とする。 

 関連する 
政策目標 

 
－ 

 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

法人の指定等 
の状況 

 
別紙のとおり 

指定・登録等の

基準に対する 
よくあるお問い
合わせと回答 

 

特になし 

料金等・積算根
拠 

別紙のとおり 

事務・事業の実
績 

○実績（平成２６年度） 
新規登録件数 １８,４２８件 

 
○事業収入（平成２６年度） 

新規登録手数料収入 １０６，８８２千円 
 

国からの補助金

等 

なし 

 



 

 

 

事務・事業の見
直し状況（これ

までの検証） 

 
○組織の改廃 

平成２０年度以降、順次、組織の改廃を行い、４７あった地方事務所を７事務
所に集約し、職員を５６名（常勤職員４６名、非常勤職員１０名）削減した。 
また、本部事務所の移転も行い、管理費の縮減を図った。 

 

○事務処理の迅速化 
システム及び事務処理方法を見直し、申請から免許証交付まで１か月かかって

いたものを１週間で交付できるようにした。 

事務・事業の必
要性等・有効性 

美容師法（昭和３２年法律第１６３号）では、美容の定義について「パーマネ
ントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とし、これ

を業として行える者を美容師に限定している。 
美容師免許は、厚生労働大臣が指定する養成施設において、美容を業として行

うに際して必要な保健・衛生の知識、法令の内容、美容において使用する器具の
取扱い方法及び美容の専門技術等を修得し、養成施設を卒業後に美容師国家試験

に合格した者に与えられるものであり、全国水準の知識・技能が求められること
から国が事業を行う必要がある。また、美容師法第５条の２により、美容師の免
許は名簿に登録することにより行うこととされており、美容師が資格者であるこ
とを証明するために必要な事項である。 

 

事務・事業の執
行体制の妥当性 

○指定等を行う妥当性 
行政事務の簡素合理化の観点から、厚生労働大臣が自ら実施することは行政事 

務の肥大化を招き問題があるため、外部の公益性・技術的基礎・経理的基礎を有
する公益社団法人又は公益財団法人において事業を行う必要があり、不特定多数

の者の利益の実現を目的とする公益性が求められること、また、法人関係者に利
益を分配したり、財産を還元することを目的としない非営利性を満たしている必
要がある。 
 

○事務・事業実施主体の適格性 
当該登録事務は、全国統一的に行っている国家資格に関する事務であり、試験

事務を行う法人が登録事務も一緒に行うことで効率的な事務が行われるところ
である。登録制度に移行し、複数の法人が事務を行うことは効率性の観点から問

題があり、登録制度にはそぐわない。 
 

評価結果の総括 

（現状分析（事
務・事業の評価）
と今後の方向
性） 

 

厚生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会報告書（平成22 年 12 

月 27日）を踏まえ、「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」において、指定制度
の在り方等について検討を行った。 
検討の結果、現行制度の下で継続して実施し、情報公開と説明責任を果たすこ

ととし、問題の発生があれば、生活衛生関係営業等衛生問題検討会で報告するこ

ととなっている。 
 

備考  

 



 

 

 

別紙 

 

合計１法人 

 ・公益財団法人１法人 

 

法人名 指定等の時期 連絡先（ＴＥＬ） 料金等・積算根拠 

 

公益財団法人（１法人） 

公益財団法人理容師

美容師試験研修セン

ター 

 

 

 

平成１０年４月 03-5579-0211 【美容師登録手数料】 人件費（2,600

円）＋物件費（2,600円）＝5,200円 

【美容師免許証書換交付手数料】 人

件費（1,360円＋物件費（2,390円）＝

3,750円 

【美容師免許証再交付手数料】 人件

費（1,650円）＋物件費（2,500円）＝

4,150円 

 


